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令和２年

令和４年

令和７年

令和６年

○　児童虐待の定義　　　　　　○　住民の通告義務　　　○　面会又は通信の制限
○　児童虐待の早期発見　　　　○　警察官の援助 　

○　児童虐待の定義の拡大　　　　　　○　通告義務の範囲の拡大　　　　　　○　区市町村の役割の明確化
○　面会又は通信の制限の強化　　　　○　要保護児童対策地域協議会の法定化
○　司法関与の見直し（強制入所措置の有期限化、保護者指導）　

○　児童の安全確認義務　　　　　　○　出頭要求・再出頭要求，立入調査等の強化（臨検・捜索）
○　面会・通信等の制限の拡大・接近禁止命令 

○　被措置児童等に対する虐待対応の明確化等　　　　　　　○　要保護児童対策地域協議会の設置の努力義務化

○　親権と親権制限の制度の見直し（親権停止の創設等）　　○　未成年後見制度の見直し（法人又は複数選任）
○　児童相談所長、施設長等による監護措置と親権代行について

○　児童の福祉を保障するための原理の明確化等（児童が権利の主体であることの明確化等）
○　母子保健施策を通じた虐待予防等　　　　　　　　　　　○　一時保護の目的の明確化
○　児童及び保護者に対する通所・在宅における指導措置（市町村への指導委託）

○　市町村の体制強化
　　◇子育て世代包括支援センターの法定化　　　◇市町村における支援拠点の整備　　　　
　　◇市町村要保護児童対策地域協議会の機能強化　　　
○　児童福祉司等の研修義務化                ○　児童相談所から市町村への事案送致
○　里親委託等の推進
　　◇里親委託の推進　　　　◇養子縁組に関する相談・支援　　　　◇養子縁組里親の法定化
○　自立支援　　
　　◇18歳以上の者に対する支援の継続　　　　　◇自立援助ホームの対象者拡大

○　被虐待児童等の保護者に対する指導への司法関与（28条審判確定前の保護者指導）
○　家庭裁判所による一時保護の審査の導入（親権者等の意に反する一時保護が2か月を超えるときごとの家裁承認）
○　接近禁止命令の対象拡大（保護者同意の措置入所及び一時保護における接近禁止命令）
○　養子縁組あっせん事業にかかる許可制、国内優先の原則等

民法・児童福祉法・児童虐待防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正
（R1.6月公布、R2.4月施行（一部はR4.4月又はR5.4月施行））

○　特別養子縁組の年令要件拡大　　　　　○　児童の権利擁護（体罰禁止等）
○　児童相談所の体制強化等
　　　◇介入機能と支援機能の分離　　　　　　　◇児童虐待の再発防止のための措置
○　児童相談所の設置促進　　　　　　　　○　関係機関間の連携強化

民法の改正（H30.6月公布、R4.4月施行）

○ 成年年齢の引下げ

児童福祉法の改正（R4.6月公布、R7.6月施行）・児童福祉法の改正（R7.4月公布、R7.10月施行）

○　一時保護時の司法審査の導入
○　被措置児童等虐待の対象施設・事業の追加
○　児童虐待を行った疑いのある保護者に対する一時保護中の児童の面会通信等制限に関する規定の整備

民法の改正（R4.12月公布・施行）
◯ 懲戒権の削除

児童福祉法・母子保健法の改正（R4.6月公布、R6.4月施行）
○　市区町村の体制強化及び事業の拡充　
　　　◇こども家庭センターの設置　　　　　　　◇子育て世帯訪問支援事業等の充実
○　一時保護所及び児童相談所による児童への支援の質の向上
○　自立支援の強化
　　　◇児童自立生活援助の対象者の範囲の拡大　◇社会的養護自立支援拠点事業の創設
○　児童の意見聴取等の仕組みの整備　　　　　 ○　こども家庭福祉の実務者の専門性の向上

○ 要支援妊婦等に関する情報提供　　　○　親子関係再構築支援
○ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応（児童心理司・保健師・主任児童福祉司・弁護士の配置等）
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審
判

申
立

司法審査 ※４
一時保護 ※3

※3

※5

※6

※7

※8　東京ルール

一時保護時の司法審査（児童福祉法３３条）
児童相談所長又は都道府県知事は、一時保護を行うとき

において、親権者等が同意をした場合等を除き、一時保護を
開始した日から起算して七日以内に、一時保護の必要があ
ると認められる資料を添えて、官公署の所在地を管轄する
地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保
護状を請求しなければならない。

児童福祉審議会の意見聴取（児童福祉法２７条）  
都道府県知事は、施設入所等の措置の決定（家庭裁判所
の決定又は承認によるものを除く）及びその解除等にあたっ
て、一定の場合（保護者の意向が児童相談所の援助方針と
一致しないとき等）には、都道府県児童福祉審議会の意見を
聴かなければならない。

※5

家庭裁判所の審判による施設入所（児童福祉法２８条）
保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、
その他保護者に監護されることが著しく児童の福祉を害
する場合には、児童の親権者等の意に反しても、児童相
談所長が家庭裁判所の承認を得て、児童を児童養護施設
等に入所させることができる。

※6

親権喪失・親権停止・管理権喪失審判請求
（民法834条、834条の2、835条、児童福祉法33条の7）　

児童相談所長は、父母による親権の行使が困難又は不
適当であることにより、子の利益を害するときは、家庭裁
判所に親権停止や親権喪失の審判請求を行うことができる。
また、児童相談所長は、父母の管理権の行使が困難又は
不適当であることにより子の利益を害する時は、家庭裁判
所に管理権喪失の審判請求を行うことができる。

※8

※7

児童相談所長又は施設長は、児童虐待を受けた、または受けた
疑いがある児童について、一時保護又は施設入所等措置がとられ
ている場合に、児童虐待防止等のため、児童虐待を行った、また
は行った疑いがある保護者について、面会・通信の制限を行うこ
とができる。また、都道府県知事は、一時保護又は施設入所等措置
がとられ、上記面会・通信の全部が制限されている場合、特に必要
があると認められるときは、保護者に対して接近禁止を命令できる。

面会・通信制限及び接近禁止命令（虐待防止法12条、12条の3、12条の4）
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子供家庭支援センターを児童相談の一義的窓口とし、児童相談所を専門性の高い困難事例の
対応窓口としながら、児童虐待に対して連携して取り組んでいます。





協議会の調整・運営



（件）

（出典：厚生労働省「福祉行政報告例」）
令和6年度は速報値のため、今後公表される数値と相違する場合があります。

虐待対応状況（児童相談所、子供家庭支援センター）

経路別虐待相談対応状況（児童相談所） 経路別虐待相談対応状況（子供家庭支援センター）

経路別虐待相談対応状況（令和5年度）
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26,047

26,123

23,936

27,755

25,061

（件）

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
※ 特別区児童相談所を含む
※ 令和4年度から、非該当を含まない等、集計条件を変更

R4 R5 R6

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3R2 R4 R5

240,000

220,000

200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

（子供家庭支援センター）

（児童相談所）

※ 全国データは令和５年度統計まで

※ 非該当（東京都1,405件）を除く。

全国データ

27,865

25,225



1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

請求人数 承認人数

養護（被虐待） 養護（その他） 非行 その他
※ 治療指導課含む

児童福祉施設入所
その他

※ 治療指導課含む

里親委託
帰宅他の児童相談所・機関に移送

虐待者内訳（児童相談所）

年齢別虐待相談対応状況（児童相談所）

内容別虐待相談対応状況（児童相談所）
その他
890件

（3.2%）

総件数
27,865件
（100%）

実母以外の
母親
83件

（0.3%） 実父
12,188件

（43.7%）

実母
13,782件

（49.5%）
実父以外の

父親
922件

（3.3%）

性的虐待
184件

（0.7%）

身体的虐待
6,399件

（23.0%）

心理的虐待
17,783件

（63.8%）

保護の
怠慢・拒否

（ネグレクト）
    3,499件

     （12.6%）

総件数
27,865件
（100%）

総件数
27,865件
（100%）

12～14歳
4,542件

（16.3%）

※ 28条　家庭裁判所の審判による施設等入所（更新含む）
※ 特別区児童相談所を除く。

※ 特別区児童相談所を除く。
※ 令和4年度から、保護所間移送によるものを含まない。 ※ 特別区児童相談所を除く。

※ 令和4年度から、保護所間移送によるものを含まない。

15歳以上
3,142件

（11.3%）
0～2歳
4,898件

（17.6%）

3～5歳
4,899

（17.6%）

6～11歳
10,384件

（37.3%）

10 7

59

44

58

68 67

43

64

41 43

63

1,360

509

220

82

1,406
1,332

593

189

479

238 271

120 129

1,161

495

196

265

1,135

459

255

885

315

157
1

12

907

309

168
3

13

861

246

142
2

46

785

242

88
1

50

763

254

91
1

24

（件） （件）
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

（人）90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

H12 R2 R3 R4 R5 R6

＜令和６年度　東京都の統計データ＞



東京ＯＳＥＫＫＡＩ化計画ホームページ　ＵＲＬ  https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/osekkai/

オレンジリボンには「児童虐待防止」という

メッセージが込められています。

オレンジリボンを見たときに子供への虐待防止を

思い出してください。

オレンジリボンを胸につけて子供への虐待防止を

呼びかけてください。

【特別区児童相談所】
  世田谷区児童相談所：03-6379-0697　 江戸川区児童相談所（はあとポート）：03-5678-1810　
  荒川区子ども家庭総合センター（児童相談所）：03-3802-3765 港区児童相談所：03-5962-6500
  中野区児童相談所：03-5937-3289 板橋区子ども家庭総合支援センター（児童相談所）：03-5944-2373
  豊島区児童相談所：03-6758-7910 葛飾区児童相談所：03-5698-0303
  品川区児童相談所：03-6712-8261 文京区児童相談所：03-3811-5241

【児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（いちはやく）」】
  虐待かもと思った時などに、すぐに通告・相談ができる全国共通の電話番号です。24時間、365日、対応しています。（通話料は無料です）
  児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189 -783（いちはやく・おなやみを）」もご利用いただけます。（通話料は無料です）

令和７年 10 月発行　登録番号  R7（6）

相談窓口

連  絡  先

相　　談

受付時間

東京都児童相談所

各児童相談所の電話番号

（上記参照）

月曜日～金曜日
午前９時～午後５時

関係機関の方や、現在東京都児童相
談所にご相談中の方で緊急の場合
は、夜間休日緊急連絡ダイヤル
０３－５９３７－２３３０で対応
（平日夜間（午後５時４５分以降）、
土・日曜日、祝日（年末年始を含む））

４１５２（よいこに）
電話相談

子供の権利擁護
専門相談事業

（東京子供ネット）

児童福祉審議会
（被措置児童等の
虐待相談窓口）

LINE相談
「親子のための
相談LINE」

０３－３３６６－４１５２

聴覚言語障害者用ＦＡＸ
０３－３３６６－６０３６

０１２０－８７４－３７４ ０１２０－４８１－４７９

（相談時間）
月曜日～金曜日

午前９時～午後９時
土・日曜日、祝日

午前９時～午後５時
（12月29日～1月3日を除く）

（相談時間）
月曜日～金曜日

午前９時～午後９時
土・日曜日、祝日

午前９時～午後５時
（12月29日～1月3日を除く）
※いじめ、体罰、虐待などの　　

　　権利侵害について相談できます。

月曜日～金曜日
午前９時～午後５時

（12月29日～1月3日を除く）

月曜日～金曜日
午前９時～午後11時
（受付は　　　　　　
　午後10時30分まで）
土・日曜日、祝日
（年末年始含む）
午前９時～午後５時

よ い  こ  に

は なして　  み な よ しん ぱ い 　しなくていいよ

※　　　は特別区児童相談所の管轄地域です。

立川児童相談所

小平児童相談所 北児童相談所 足立児童相談所

江東児童相談所

品川児童相談所

多摩児童相談所

八王子児童相談所

杉並児童相談所

03-6915-8253
練馬児童相談所

石油系溶剤を含まないインキを
使用しています。

児童相談センター

（渋谷区、目黒区、大島町、利島村、新島村、神津島村）
（新宿区、千代田区、中央区、台東区、八丈町）青ヶ島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村

東京都には、現在12の都立児童相談所があります。
担当地域は下記のとおりです。

町田児童相談所

042-851-9357


